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附則
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（提案を募集する期限）

第三条 第三条第三項の募集は、平成二十九年三月三十一日までの間、行う

ものとする。

本条は、第３条第３項の規定による提案募集について、平成２８年度末ま

での間、行うものとするとの期限を定めたものです。

提案募集制度の法定は、構造改革特別区域制度を５年間延長することに伴

い集中的に提案を促し、５年後の見直しの際に、その状況を検討に反映させ

るためのものであることから、その期限についても、構造改革特別区域計画

の認定申請期限と合わせ、平成２９年３月３１日とされています。
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（構造改革特別区域計画の認定を申請する期限）

第四条 第四条第一項の申請は、平成二十九年三月三十一日までに限り行う

ことができる。

本条は、構造改革特別区域計画（以下「計画」という ）の認定申請につ。

いて、平成２８年度末までに限り行うことができるとの期限を定めたもので

す。

原始附則の第４条では、認定申請は平成２４年３月３１日まで行うことが

できるとの期限が定められていたところ、構造改革特別区域法の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１４号）附則第２項の規定に基づく見直しに当

たり、地方公共団体や民間事業者等から引き続き構造改革特別区域制度によ

り構造改革の推進と地域の活性化を図るよう求められ、このような意見も踏

まえて、更に集中的に取り組むため、従前と同様に、構造改革特別区域法の

一部を改正する法律（平成２４年法律第７３号）附則第３条に規定する見直

しの期限に合わせて、構造改革特別区域制度を５年間延長することとされま

した。
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（訓令又は通達に関する措置）

第五条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち構造改革特別区域に

関するものについては、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化の必

要性にかんがみ、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとす

る。

１．訓令又は通達に基づく規制については、この法律の第２条で定義する特定

事業及び規制の特例措置には直接は該当しませんが、第３条第２項第５号中

の「その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項」に位

置付けられており、これにより、法律、政令又は主務省令（告示を含む。以

下同じ ）に基づく規制と同様に、構造改革特別区域基本方針（以下「基本。

方針」という ）中にその特例措置の内容等が定められています。。

２．本規定により、訓令や通達についても関係行政機関の長は、基本方針にお

いて定められた内容に即して必要な訓令又は通達の改正を行う必要があるな

ど、この法律において法律、政令又は主務省令に基づく規制に適用される規

定と同様の取扱いがなされることを明らかにしたものです。

３．なお、訓令又は通達において定められた規制の特例措置については、第２

条で定義する特定事業及び規制の特例措置には当たらないため、第３章の規

定による同意、認定の直接の対象とはなりませんが、本規定を受けた基本方

針に基づき法律、政令又は主務省令に基づく規制の特例措置と同一の取扱い

をすることとなります。
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附 則（平成二十四年九月五日法律第七十三号・抄）

（検討）

第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

平成２４年の法改正では、これまでの実績や地方公共団体のニーズ等を踏

まえ見直しを行った結果、構造改革の推進と地域の活性化を図るため、本制

度の運用に更に集中的に取り組むことが必要であるため、更に特区制度を５

年間延長するために行われたものです。このため、今回の見直しによる改正

法施行後も、一定の期間経過後には、その成果なども踏まえて適切に評価を

行い、再度、特区制度全体について見直しを行うことが必要であると考えら

れます。

なお、見直し期間については、これまでと同様に、特区制度の延長期

間と合わせて５年としました。


